
京都市告示第   号 

 平成２８年４月１日京都市告示第４２号(京都市水路等の占用行為等に係る許可基準)の

一部を次のように改めます。 

  令和７年４月１日 

京都市長 松井 孝治   

第７条中「できる。」の右に「ただし、第４条及び前条の規定の趣旨に反する許可をし

てはならない。」を加える。 

 

   附 則 

 この改正基準は、告示の日から施行し、同日以降の許可に係る占用行為について適用す

る。 

 （建設局土木管理部道路河川管理課） 
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